
   

  株 式 会 社 伊 豆 急 コ ミ ュ ニ テ ィ ー 

伊豆高原管理事務所 

 

 

    伊豆高原分譲地内建築工事等規則についてのご案内 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 伊豆高原分譲地内の建築等工事に伴う、環境と共用諸施設の維持管理と整備について、伊豆高原分譲

地内建築工事等規則を設けております。 

施工業者がおこなう、工事・作業（新築・増改築・リフォーム、用地の造成、建物解体、土木・造園、

庭園管理等）または大型車両にて道路の使用をする場合には規則を遵守いただくと共に、伊豆高原管理

事務所にて受付（届出）をお願いいたします。なお、所有者および使用者が自らおこなう敷地内の作業

については特段の規制はございませんが、近隣住民に充分配慮し作業をおこなうようお願いいたします。 

 ご不明な点、詳細につきましては、下記までお問合せください。 

敬 具 

  

記 

 

お問合せ先 

〒４１３－０２３２ 

静岡県伊東市八幡野１２０８－９５ 

株 式 会 社 伊 豆 急 コ ミ ュ ニ テ ィ ー 

伊 豆 高 原 管 理 事 務 所 

℡０５５７－５３－１１２２ 

 

 

 

以 上 

 



伊豆高原分譲地建築工事等規則 

 

伊豆高原分譲地（以下「分譲地」という。）内で工事・作業等を行う施工業者

は下記各項を遵守してください。 

 

記 

 

１．分譲地内で工事・作業を施工する者は次の事項を届け出てください。 

 ア．建築の場合 

（１）伊豆高原分譲地建築工事誓約書、道路使用許可願、建築工事届、確認通知書（写し）、 

確認申請書（写し）、国立公園特別地域内工作物の新築について（写し）、平面図、立面図、 

公図、配置図、案内図、宅造の場合は宅造許可の写し、爆発物使用の有無 

（２）竣工後、建築工事完了届を提出してください。 

イ．土木、造園、庭園管理、リフォーム、解体等の場合 

（１）工事誓約書、道路使用許可願、爆発物使用の有無 

（２）竣工後、工事完了届を提出してください。 

 

２．施設利用および環境維持管理料 

（１） 建築について各種工事・作業のため必要な材料、機材、人員等の搬出入に伴う道路および関連施

設の損耗等（地下埋設物を含む。）、ならびに環境保全のチェック等の一部負担として、建築延面

積㎡当り２，０００円（別途、消費税等相当額が掛かります。）を施工前に納入してください。 

（２） 土木、造園、庭園管理、リフォーム、解体等について、施主の敷地の造成、造園、解体等を行う

際３ｔ以上のトラックまたは重機を使用する工事については、施設使用による損料として１件に

つき７０，０００円（別途、消費税等相当額が掛かります。）を納入するとともに、着工届を伊

豆高原管理事務所（以下「管理事務所」という。）に提出して道路使用の許可を得なければなり

ません。ただし、株式会社伊豆急コミュニティーの指示する工事については対象外とします。 

 

３． 分譲地内の道路使用について次の事項を規制します。 

    なお、規制に従わないときには、車の通行を禁止する場合もあります。 

（１） 工事・作業車両は常に安全速度で通行し、分譲地所有者の車を優先させるようにしてください。 

（２） 工事・作業現場の駐車は対象地に接道する道路の対象地側に一列に整列させ、他の車の通行に

支障をきたさないようにしてください。（駐車禁止区域を除く。） 

（３） ４ｔ以上の重量物運搬車の通行については管理事務所にて通行路を指定いたしますので、指定



道路以外の通行はしないようにしてください。 

（４） 道路上に工事材料および機材を置かないようにしてください。 

（５） 道路上で作業をしないようにしてください。 

（６） 道路に仮設物を設置しないようにしてください。 

（７） 現場およびその附近ならびに指定された通行路（側溝を含む。）の清掃をしていただきます。 

（８） 現場およびその附近ならびに指定された通行路において、道路・側溝および水道・温泉管等を

破損した場合には、管理事務所に連絡の上、直ちに修理をしていただきます。 

（９） 止むを得ず道路を塞ぐ場合は事前に管理事務所に届け出て許可を受けてください。また、管理

事務所の指示に従い、現場付近に迂回路の表示等、安全対策を万全に行ってください。 

 

４． 残土、残材等の不要物は工事・作業終了前に必ず責任をもって分譲地外に搬出して

ください。 

 

５． 施主の所有地以外の土地の無断使用や、立ち入っての植物や岩石を持ち出す行為は

厳禁します。もし無断持ち出しを発見した場合には厳重な処分を行います。 

 

６． 閑静な分譲地ですので、土曜日・日曜日および祝祭日に施工業者がおこなう工事・

作業は原則禁止します。また、音の出る工事・作業は事前に広範囲の近隣住民に対

し周知をおこなう事とし、工事・作業時間は午前８時３０分から午後５時まで（午

後５時までに撤収してください。）とします。 

 

７． 分譲地内で爆発物を使用する場合は関係法令に従い保安処置に万全の注意をしてく

ださい。 

（１） 使用日時を届け出てください。 

（２） 使用に際し保安処置をしてください。 

（３） 他人の財産（動産、不動産、立木等）を破損しないでください。 

（４） 損害を与える虞のある場合は防護設備を設置してください。 

（５） 万が一、共用諸施設や他人の財産に損害を与えた場合には損害賠償をしていただきます。 

 

８． 工事関係労務者を充分監督してください。 

   特に分譲地内に労務者住宅を仮設する場合は防犯、防火、騒音に注意することは勿

論、汚水・汚物の処理に充分注意してください。 

 

９． 分譲地(別荘地）としての特性を考え、風紀および環境衛生に充分注意してください。 



10． 建築、土木・造園、庭園管理、リフォーム、解体等が完了し、建築物等を施主に引

き渡す前に管理事務所に工事完了届を提出し、工事完了をお知らせください。 

 

11． 水道および温泉接続工事（供給エリア）をおこなう場合は、施工日の１５日前まで

に株式会社伊豆急ハウジングへお申込みください。 

 

12． 自然公園法に定められた諸規定を守って建築、造成および造園等の工事・作業を施

工していただきます。特に建築確認図面通りの施工をしていただきます。 

   万が一、違反を発見した場合には、関係諸官庁に報告し善処を要望します。 

 

13． 以上の各項に違背した場合には、損害賠償を請求される場合もありますので、充分

留意お願いします。 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



［伊豆高原水道・温泉事業指定業者一覧表］ 

 

【水道指定業者】               【温泉指定業者】 

業者名          連絡先         業者名             連絡先 

１．三協工事株式会社     0557-37-2088   １．三協工事株式会社        0557-37-2088 

２．後藤設備工業株式会社   0557-37-4500    ２．後藤設備工業株式会社     0557-37-4500 

３．有限会社富戸工業     0557-51-1224   ３．有限会社富戸工業         0557-51-1224 

４．株式会社伊豆急ハウジング 0557-53-2166   ４．株式会社伊豆急ハウジング  0557-53-2166 

５．木下設備株式会社         0557-37-1578   ５．木下設備株式会社         0557-37-1578 

６．稲木設備工業株式会社   0557-48-9824     ６．信和設備工業株式会社     0557-45-0120 

７．有限会社田畑設備     0557-51-7045     ７．稲木設備工業株式会社   0557-48-9824 

８．信和設備工業株式会社     0557-45-0120   ８．有限会社田畑設備     0557-51-7045 

９．有限会社松本設備工業   0557-38-5131   ９．有限会社松本設備          0557-38-5131 

10．有限会社小川設備工業   0557-54-1641     10．有限会社ヨコモト設備   0557-32-5107 

11．有限会社佃設備      0557-47-2673 

12．有限会社ヨコモト設備   0557-32-5107 

13．有限会社青野設備     0557-37-8254 

14．有限会社中西工業     0557-51-1317 

15．牧野設備         0557-51-0311 

16．有限会社武藤設備     0557-38-1020 

17．有限会社太陽電気工業   0557-47-0310 

18．石井設備         0557-44-2822 

19．有限会社杉下設備工業   0557-48-9126 

20．株式会社日豊工業     055-949-4073 

21．有限会社パイプテックス  0557-47-3242 

 

（2018 年 5 月現在） 

 

以 上 

 

 

 

 

 



伊豆高原分譲地内建築工事等規則について（確認事項） 

 

 「伊豆高原分譲地内 建築工事等規則」に基づき実施する工事・作業について、下記のと

おり確認する。 

 

記 

 

１． 伊豆高原分譲地内 建築工事等規則の「２.施設利用および環境維持管理料（2）土木、

造園、庭園管理、リフォーム、解体等」について 

①  『3ｔ以上のトラック』とは、最大積載量 3ｔ以上（高所作業車は 3ｔ車級を超え

る）の各種トラックとする。 

②  『重機』とは、機械総重量 3ｔ以上の各種重機とする。 

 

２．施工業者がおこなう工事・作業等実施日時について 

① 平日の工事・作業等は午前 8時 30分から午後 5時まで（午後 5時までに撤収）と 

する。なお、音の出る工事・作業については事前に必ず広範囲の近隣住民に周知を

おこなってから施工してください。 

② 土曜日・日曜日および祝日の工事は原則禁止とする。但し、地震、台風等の自然

災害による被害の復旧、漏水・漏湯の修理等で緊急を要する工事については、伊豆

高原管理事務所に届出をおこない、実施できるものとする。（近隣住民に周知する

こと） 

③  年末年始（12月 30・31日、1月 1・2・3日）は祝日と同じ扱いとする。 

④  やむを得ず、施工業者が土曜日に工事・作業を実施しなければならない場合、事

前に伊豆高原管理事務所に届出をすることとする。なお、その場合の取扱いについ

ては次のとおりとし、万が一、周辺住民等から当該工事・作業に関する苦情が生じ

た場合、伊豆高原管理事務所は施工者に対し、工事・作業を中断させる場合がある。 

イ．著しい音が発生する次の工事・作業等については、実施不可とする。 

屋内  … ハツリ工具・エンジンを使用した工具等の使用 

屋外  … ハツリ工具・エンジン(チェーンソー等)を使用した工具等の使用、 

      切削工具・研削工具の使用(サンダー・丸ノコ等）、重機の使用(機 

      体総重量問わず)、解体・基礎・外壁・屋根工事、足場の設置・ 

解体作業 

その他 … 伊豆高原管理事務所が実施不可としたもの。 

ロ．重機を使用した工事は原則禁止とする。但し、やむを得ず実施しなければな



らない場合は、再度、伊豆高原管理事務所に届出を行ない、近隣住民に充分周

知徹底のうえ、トラブルの無いようにする。 

ハ．工事・作業時間は午前８時３０分から午後５時まで（午後５時までには撤収）

とし、近隣住民に充分配慮し施工すること。 

  

３．所有者または使用者が自ら実施する軽微な作業について 

所有者または使用者が自ら実施する軽微な作業(日曜大工、敷地の草刈り・伐採等)

について規制(日時および届出)はありませんが、音の出る作業を行う場合には近隣

の方々に充分ご配慮いただきますようお願いいたします。なお、作業について重機

（機体総重量問わず）を使用する場合には届出が必要となる場合がございますので

伊豆高原管理事務所までお問い合せ下さい。 

     

以 上 

 

 

施行日 ２０２０年９月３０日 

株式会社 伊豆急コミュニティー 

伊豆高原管理事務所 

 
















